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運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13基 計 1128.5 万 kW、建設中：1基 計 28.0 万 kW） 

利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh）   項 目 

発電所名 

現状 

平成 18 年度 運開後累計 平成 18 年度 運開後累計 

１号機 
定期検査中 

(H19.2.16～H19.5 下旬)

９１．０

９３．６

６７．９

７０．６

２６．０ ７８４．１日本原子力発電㈱ 

 

敦 賀 発 電 所 
２号機 運転中 

 ６１．０

６１．０

８２．１

８２．３

５６．７ １６７２．８

日本原子力研究開発機構 

 

高速増殖原型炉もんじゅ 

性能試験中 

（事故停止中） 

――――― 

（H7.12.8 中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、

            原子炉手動停止。) 

１号機 
定期検査中 

(H18.11.1～未定) 

６３．８

６４．２

５１．６

５４．１

１７．３ ５５７．７

２号機 運転中 

８１．５

８２．６

６２．０

６３．７

３２．６ ９４０．９

関 西 電 力 ㈱ 

 

美 浜 発 電 所 

３号機 運転中 

１５．７

１６．７

６９．４

７０．５

１０．３ １５１９．４

１号機 
定期検査中 

(H18.12.22～H19.5 中旬)

７８．９

７９．５

６５．７

６６．７

７４．３ １８８８．８

２号機 運転中 
６７．８

６６．６

７２．０

７２．９

６３．８ ２０２０．１

３号機 運転中 
７８．９

７８．１

８３．９

８４．０

７４．６ １３１８．４

関 西 電 力 ㈱ 

 

大 飯 発 電 所 

４号機 運転中 
１０１．９

１００

８６．４

８６．３

９６．３ １２５７．５

１号機 
定期検査中(調整運転中)
(H18.11.22～H19.3 下旬)

７３．３

７１．２

６７．７

６８．７

４８．５ １５８３．９

２号機 運転中 
８０．１

７６．７

６８．９

７０．０

５３．０ １５６０．９

３号機 運転中 
７５．２

７３．１

８４．２

８４．１

５２．４ １４２０．６

関 西 電 力 ㈱ 

 

高 浜 発 電 所 

４号機 運転中 

１０３．４

１００

８５．３

８５．２

７２．１ １４１３．１

 合 計 
７５．０

７４．１

７２．８

７１．５

６７８．５ １７９３８．９

(注) 利用率・稼働率・電力量は平成 19 年 2 月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。 

 

 

 

原子力発電所の運転および建設状況 

（上段）設備利用率＝ 

発電電力量 

――――――――― 

認可出力×暦時間 

×100（％） （下段）時間稼働率＝ 

発電時間 

――――――――― 

暦時間 

×100（％）



平成18年度安全協定に基づく異常事象

（平成19年３月13日現在）

国への報告区分件 発 電 所 名 発 生 日 事象発生時 事 象 概 要 影響等

番 終 結 日 運 転 状 況 評価尺度

１ 敦賀１号機 H18. 5. 8 運 転 中 可燃性ガス濃度制御系の流量調 － －

H18. 5.31 整弁の動作不良 －

２ 美浜３号機 H18. 5.16 定期検査中 格納容器内での水漏れ － －

H18. 5.23 －

３ 敦賀１号機 H18. 6. 1 運 転 中 復水器伝熱管からの海水漏えい 出力抑制 －

H18. 6.18 に伴う出力降下 －

４ 美浜２号機 H18. 6.24 運 転 中 出力抑制 －５Ａ高圧給水加熱器ドレンライン逆止弁フラ

H18. 7. 4 －ンジ部からの蒸気漏れに伴う出力降下

５ 敦賀２号機 H18. 7. 1 定期検査中 脱気器タンク水位制御弁の不調 手動停止 －

H18. 7.15 に伴う原子炉手動停止 －(調整運転中)

６ 敦賀１号機 H18. 7.20 運 転 中 手動停止 －原子炉再循環ポンプＢメカニカルシー

H18. 7.30 －ルの機能低下に伴う原子炉手動停止

７ 高浜３号機 H18. 8.18 運 転 中 「Ｂ－ＳＧ水位異常低」警報発 自動停止 法律

H18.11.17 信による原子炉自動停止 0+(暫定)(出力降下中)

８ 大飯４号機 H18. 8.25 運 転 中 Ｂ－電動補助給水ポンプの待機 － －

H18. 8.26 除外 －

９ 敦賀２号機 H18.10. 4 定期検査中 原子炉補機冷却水冷却器の点検 手動停止 法律

H18.11.24 ・補修に伴う原子炉手動停止 0-(暫定)(調整運転中)

10 高浜１号機 H19. 1.14 定期検査中 原子炉補助建屋内（管理区域 － －

H19. 2.28 内）での水漏れ －

11 敦賀１号機 H19. 2. 9 運 転 中 高圧注水系の待機除外 － －

H19. 2.19 －

12 美浜１号機 H19. 2.16 定期検査中 余熱除去系統サンプリングライ － 未定

ンの溶接事業者検査手続き漏れ －

13 敦賀１号機 H19. 2.17 定期検査中 復水移送配管流量計からの水漏 － －

れ －
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今回の作業状況の調査
①作業計画段階
○作業を担当する原子炉保修課の作業責任者Ａは、系統の水抜き完了後の１月１５日に当該
フランジを取り外す計画で、水抜き操作などを担当する発電室の承認を得ていた。

○その後、作業責任者Ａは１５日の作業負担を軽減するため、１４日の耐圧漏えい試験終了
後に当該フランジを取り外すことに変更し、その旨を１４日の作業責任者Ｂに引継いだ。

○その際、計画変更について発電室の承認が必要なことが引き継がれず、発電室に計画変更
の承認を得ていなかった。

○当該フランジなどの仮設機器については、系統を構成する機器でありながら、発電室の
管理する機器になっておらず、原子炉保修課が当該フランジの取り付け・取り外し作業
を行う際、確実に発電室の許可を得るルールになっていなかった。

②作業着手段階
○原子炉保修課は、１４日に予定どおり耐圧漏えい試験が終了したため、発電室に水抜き
操作を依頼した。

○原子炉保修課は、作業着手に当たり水抜き操作開始後すぐに当該フランジの取り外し作業
が可能になると判断し、発電室に確認せずに協力会社に作業着手を指示した。

○原子炉保修課は、当該フランジの取り外しに当たり、本来、発電室にしか操作できない
ベント弁について、現場の状況等を十分に確認しないまま、協力会社に操作の指示をした。

対 策対 策

○全原子力発電所員に対し、隔離操作を実施する上での基本操作の再徹底について周知した。

○作業着手前に系統状態を発電室に確認することや、計画の変更について発電室の承認を得る

こと、弁等の操作を発電室以外は原則実施できないことなど、基本ルールの遵守や基本動作

の徹底について、原子炉保修課をはじめとした作業担当課全員を対象に再教育を実施した。

○当該フランジなどの仮設機器について、発電室の管理対象になっていなかったため、隔離

明細書の手続きの中で発電室の管理対象であることを明確にし、発電室の許可がなくては

取り付け・取り外しができないように社内ルールを変更した。

○発電室と原子炉保修課等の作業担当課との間や、課内での連絡・調整が確実に実施される

ように、業務の手続きや連携のあり方を検討し、社内ルールに反映する。

１

事象の状況事象の状況

調査結果調査結果

推定原因推定原因

水漏れの原因は、発電室の承認が得られていない状態で、水抜き操作中に当該フランジの取外
し作業を行ったため、弁の復旧操作に伴い、系統内に残留していた圧力により系統内の水が取外
し作業中のフランジから漏えいしたものと推定された。
また、承認を得ない状態で作業を行った原因は、原子炉保修課内の作業引継ぎが不十分であっ

たため、閉止フランジ取外しの前倒しについては、発電室の事前承認は得られていると思い込ん
だこと等と推定された。

【作業責任者Ｂ】
近設弁（ブロー弁・ベント弁）を開放し、当該フランジの取り外しを指示

①

【発電室】
・隔離復旧に伴い弁開放
（余熱除去クーラ内の圧力により、系統内の水が当該
フランジ部へ押し流され、約９０リットルの水が漏えい）

【発電室】
・隔離復旧を進め弁開放
（余熱除去ポンプ入口ラインの圧力により、系統内の水が当該フランジ部へ
押し流され、約280リットルの水が漏えい)

[系統内圧力]

： 燃料取替用水タンクの水頭圧がかかった範囲

： 耐圧漏えい試験時 約２．１MPa → 終了後 ０MPa
： 耐圧漏えい試験時 約６．２MPa → 終了後 約０．２MPa

ＥＬ９．７ｍフロア

ＥＬ２４ｍフロア

ＥＬ１７ｍフロア

排水目皿

廃液ﾎｰﾙﾄﾞ
ｱｯﾌﾟﾀﾝｸ

充てん/
高圧注入ポンプへ

タンクへの流入量から漏えい量
を約３７０ﾘｯﾄﾙと推定

余熱除去クーラ

原子炉補助建屋

ほう酸ポンプより

ベント弁

ブロー弁(仮設)

余熱除去ポンプ

②

③

水位88.8%
（ＥＬ34.5m）

燃料取替
用水タンク

「閉」→「開」

「閉」→「開」

「閉」→「開」

「閉」→「開」

燃料取替
用水タンクへ

漏えい箇所
流量計閉止フランジ（仮設）

１３：１０頃

１３：１０頃

１４：００頃

１４：１０頃

原子炉補助建屋
サンプへ

原子炉補助建屋
サンプへ

ドレン回収
ポンプ

取替弁

[漏えい経路]

：２回目 約２８０ﾘｯﾄﾙ

：１回目 約 ９０ﾘｯﾄﾙ

余熱除去クーラ

体積制御タンク

燃料取替
用水タンク

充てん/高圧注入ポンプ

余熱除去ポンプ

流量計閉止フランジ
（仮設フランジ）

蒸気

給水

耐圧漏えい試験範囲

取替弁

ほう酸ポンプより

蒸気
発生器

加圧器

原子炉容器

原子炉格納容器

再循環サンプ

※
※

※１次冷却材系統

ベント弁

１次冷却材ポンプ

状 況 図状 況 図

漏水箇所

１．発生日時・場所
平成１９年１月１４日 １４時頃

２．事象発生の状況

・耐圧漏えい試験終了後の復旧作業として流量計仮設閉止フランジの取り外し作業中、水漏れが
発生し、協力会社作業員４名にかかった。作業員４名については、測定の結果、身体に放射能
の汚染はなし。

・漏水量は約３７０リットルで、全て排水目皿から廃液ホ-ルドアップタンクに回収されており
環境への放射能の影響はなかった。漏えいした放射能量は約６．９×１０６Ｂｑと推定。

・作業状況を確認したところ、当初の作業計画を変更しフランジの取り外し作業を実施。
・この結果、水抜き操作の過程で、系統内に残留していた圧力により系統内の水が取り外し作業
中のフランジから漏えいしたものと推定。

高浜１号機 原子炉補助建屋内（管理区域内）での水漏れについて高浜１号機 原子炉補助建屋内（管理区域内）での水漏れについて



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．発生日時 

  ・平成１９年２月９日 １５時２０分（運転上の制限を満足していないと判断） 

 

２．事象発生時の状況 

  ・敦賀発電所１号機（沸騰水型軽水炉：定格電気出力３５万７千キロワット）は、定格

熱出力一定運転中の平成１９年２月９日、保安規定に基づき１ヶ月に１回の頻度で実

施している高圧注水系※１の定期試験のため、高圧注水系ディーゼル駆動ポンプを手動

にて起動し、ポンプ出口の流量や圧力※２を確認していたところ、ポンプ出口流量計の

指示値が通常の変動幅より大きいことを確認した。 

  ・その後、ポンプ出口流量が規定の流量を下回ったことから、保安規定に定める運転上

の制限を満足しないと判断し、高圧注水系を待機除外※３とした。 

  ・なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はなかった。 

    ※１：事故により原子炉の水位が低下した場合に、原子炉に冷却水を注入する非常用炉心冷却設備の１つであり、通常運転中は

待機状態にある。保安規定において、原子炉運転中は動作可能であることが求められている。 

    ※２：保安規定において、ポンプ吐出圧力が８．９７ＭＰａ以上で、流量が毎分９５００リットル以上であることが定められて

いる。 

    ※３：安全上重要な機器や設備について、故障や点検に伴い通常の運転待機状態から外すこと。待機除外にした場合には、所定

の措置を行うことが原子炉施設保安規定に定められている。 

       その後、第３１回定期検査のため原子炉を停止したことに伴い、２月１６日８時５５分に、高圧注水系を必要としない原

子炉の状態（保安規定で定める運転上の制限の適用範囲外）に移行した。 

敦賀発電所１号機 高圧注水系の待機除外事象の概要 

 

○本事象発生時、ポンプ出口流量を調整する流量制御弁が開閉を繰り返していたことから、

当該弁の不具合によりポンプ出口流量が変動したものと推定した。 

○このため、当該弁について点検を行った結果、弁本体や駆動機構に異常が認められなかっ

たことから、制御部を構成する機器が故障しているものと判断した。 

○その後、制御部を構成する機器の故障箇所を特定するため、再現試験を行い、制御部内の

各回路の信号を確認したところ、弁の開度を電気信号に変換する弁位置検出器からの開度

信号が安定せず変動していたことから、弁位置検出器が故障していることを確認した。 
○点検・調査の結果より、ポンプ出口流量が変動した原因は、弁位置検出器の故障により弁

の開度信号が変動し、それに伴い流量制御弁の開度が変動したことによるものと推定され

た。 

 

○故障が確認された弁位置検出器を新品に取替えた。 

○対策実施後、２月１９日に高圧注水系ディーゼル駆動ポンプを運転した状態で健全性確認

を行い、ポンプ出口流量計の指示値が安定していること、また、保安規定で定めるポンプ

出口流量及びポンプ吐出圧力を満足していることを確認した。 

事象の状況 

調査結果・推定原因 

対 策 

弁開度計 電動機 弁駆動機構

①保安規定で定められた流量と流量計からの流量信号を比較し、弁開度要求信号を発信 

②弁開度要求信号と位置検出器からの弁開度信号を比較し、開閉信号を発信 

③開閉信号に応じて電動機に弁開閉用の電源を供給 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉格納容器 

原子炉再循環ポンプ 

タービン 

復水器 

主蒸気配管 

給水配管 

復水貯蔵タンク 

ディーゼル機関 

高圧注水系ディーゼル駆動ポンプ 
流量計 流量制御器 流量制御弁 

操作器 

流量制御弁

注入弁 

MO 

MO 

テスト弁 

開閉を繰り返し 

定期試験時の水の流れ 

MO 

流量の変動幅「大」 

ポンプ出口流量が規定の流量を下回ったことから、 
保安規定に定める運転上の制限を満足しないと判断 

流量制御弁操作器 

流量計

流量制御器

弁位置検出器 

比較回路 

弁開度要求信号 

流量信号 

制御回路 弁駆動用電源 

中央制御室 タービン建屋 

流量制御弁 

① ②

駆動部

閉信号 

開信号 

③ 

弁開度計 

復水貯蔵タンクへ
高圧注水系ディーゼル

駆動ポンプより

変換回路 
弁開度信号

流量制御弁制御部概略図

弁位置検出器からの開度信号が 
安定せず変動していた 

 

弁位置検出器の故障 

位置検出器を新品に取替え 

対 策 

流れ方向 

状 況 図

２ 



美浜発電所１号機 余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れについて美浜発電所１号機 余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れについて

事象の状況事象の状況

原 因原 因

１．発生日時

平成１９年２月１６日

２．事象発生の状況

第２２回定期検査中のところ、今定期検査で実施した余熱除去系統※１サンプリングラ

イン※２の溶接形状変更工事での溶接箇所で、溶接事業者検査※３が必要な箇所（２箇所）

について、検査を実施していないことが判明した。

美浜発電所１号機においては、平成17年３月に発生した大飯３号機でのサンプリングラ

インのソケット溶接部からの漏えい事象の水平展開として、サンプリングライン（外径

3/8インチ（約10mm））にある溶接部の形状をソケット形状から突き合わせ形状に変更す

る工事を前回定期検査から計画的に実施している。

今回の工事では、余熱除去系統サンプリングラインの溶接部の形状変更とともに、現場

での作業性を考慮し、第１弁とその上流側配管についても取り替えることで計画された。

この上流側配管の第１弁側および余熱去系統配管側の溶接部２箇所が、溶接事業者検査の

対象箇所であった。

当該部については、新品の配管および弁に取り替えるとともに、各段階で溶接事業者検

査を行う。

状況図状況図

溶接事業者
検査必要箇所

（２箇所)
溶接形状変更箇所

（溶接事業者検査対象外）

外径：約１０mm

外径：約３０mm

第１弁

余熱除去クーラ

余熱除去ポンプ

蒸気

給水

蒸気
発生器

加圧器

原子炉容器

原子炉格納容器

１次冷却材
ポンプ

余熱除去系統サンプリングライン

第１弁

３

※１：余熱除去系統

原子炉を停止した後の炉内の燃料の余熱を除去する系統であり、事故時には非常用炉心

冷却設備の低圧注入系として原子炉に冷却水を供給する系統。

※２：サンプリングライン

配管内の水を採取（サンプリング）し、分析装置へ導くための系統。

※３：溶接事業者検査

電気事業法第５２条に基づいて、溶接部の健全性を確認するために、事業者が溶接

検査を実施するとともに、独立行政法人原子力安全基盤機構に溶接安全管理審査を

申請し審査を受ける。

原因調査を実施中

原因調査結果に基づき、適切な対策を講ずる
対 策対 策

余熱除去系統サンプリングライン

余熱除去系統

ソケット溶接 突き合わせ溶接



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．発生日時 

   平成１９年２月１７日 １６時３０分頃（流量計からの水漏れを確認） 

 

２．事象発生時の状況 

  ・敦賀発電所１号機（沸騰水型軽水炉：定格電気出力３５万７千キロワット）は、第

３１回定期検査中の平成１９年２月１７日、旧廃棄物処理建屋地下に設置されてい

る床ドレンサンプの液位が上昇したことを示す警報が発報した。 

  ・現場の状況を確認したところ、同建屋１階の復水移送系配管に取り付けられている

流量計から水が漏れていることを確認したため、当該流量計を隔離し、水漏れを停

止した。 

  ・また、同建屋１階で、当該流量計下部の床面に２箇所の水たまり（計約１５リット

ル）と同建屋地下の床面に１箇所の水たまり（約６０リットル）を確認した。 

  ・当該流量計から漏えいした水は、床面にある目皿（排水管）から地下１階に導かれ

た。 

  ・床ドレンサンプは、その水位が高くなるとサンプポンプが自動的に起動し、サンプ

にたまった水を廃棄物処理系へ移送※1 するが、今回の場合、漏えい量が多かったこ

とから、その一部がドレンサンプから溢れ、同建屋地下の床面に拡がったものと推

定された。 

  ・なお、廃棄物処理系への回収量より評価した漏えい量は約７ｍ３で、漏えい水の放

射能量は検出限界値※２未満であった。 

  ・その後、当該流量計の外観点検を実施したところ、流量計の出口側に取り付けられ

ているパッキンの一部が外側にはみ出ていたことから、その隙間から水が漏れたも

のと推定された。 

  ・なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はなかった。 

    ※１：当該流量計から漏れ出た水のうち、床ドレンサンプＢに流入した水は同サンプポンプにより床ドレン収集タンクに回

収され、床ドレン系で処理される。 

       なお、床ドレンサンプＢから溢れた水は、同じ床面に設置されている床ドレンサンプＡに流入した後、廃液中和タン

クに回収され、高電導度ドレン系で処理される。 

    ※２：１階床面…０．５Ｂｑ／ｃｍ３（６０Ｃｏ）、地下床面…０．４Ｂｑ／ｃｍ３（６０Ｃｏ） 

敦賀発電所１号機 復水移送系配管流量計からの水漏れ事象の概要 

 

○現在、当該流量計を分解し、出口側のパッキンが外側にはみ出した原因について、調査

を行っている。 

下部パッキン 
（エチレンプロピレンゴム） 

 外径：１３１ｍｍ 
 内径： ９７ｍｍ 
 厚さ：  ３ｍｍ 

流量計上部（漏えい箇所）状況 

パッキンの一部（全周の約１／４）程度が 
外側へはみ出している（漏えい箇所） 

流量計断面図 

フロート 
（ステンレス鋼） 

テーパー管 
（アクリル） 

上部パッキン 
（クロロプレンゴム） 

 外径：１９５ｍｍ 
 内径：１５４ｍｍ 
 厚さ：  ３ｍｍ 

流
れ
方
向

約
５

５
ｃ
ｍ

 

約２６ｃｍ 

約２１ｃｍ 

入口側フランジ部 

出口側フランジ 

パッキン 

原子炉建屋 

当該流量計 
（漏えい箇所） 

タービン建屋 屋 外 旧廃棄物処理建屋 

旧廃棄物処理建屋の 
各タンク水張り等へ供給 

使用済燃料 
貯蔵池補給水

復水移送ポンプ 

炉心スプレイ系 

廃液脱塩器の 
樹脂移送等に使用 

復水貯蔵 
タンク 

復水移送 
ポンプより 

地下床面

サンプポンプ 

床ドレンサンプＢ 
（容量：約３ｍ３） 

（容量：約１１m3/h） 

当
該
流
量
計 

漏えい箇所

廃棄物
処理系へ

廃液脱塩器の
樹脂移送等

１階床面

排水管 

目皿 

漏えい経路 

状 況 図事象の状況 

点検・調査 

４ 
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